
令 和 ８ 年 度 

放  課  後  児  童  ク  ラ  ブ 
（ 福 岡 市 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 ） 

入 会 の ご 案 内 
 

◎放課後児童クラブとは 
 

 

 

 

 

 

 

 

◎令和８年４月利用開始の申込み時期について 

 

 

 

 

 

 

 

    

    ※年度の途中から入会を希望する場合は、入会を希望する月の前月 20 日まで 

にお申し込みください。 

◎入会の承諾について 

 

 

 

 

       福岡市教育委員会放課後こども育成課      令和７年 11 月作成 

 基本的には、入会要件に該当すれば入会できますので、特に連絡がない場合は 

希望日からの入会が可能です。後日、各ご家庭へ入会承諾等通知書を郵送し 

ますので、ご確認ください。※４月からの入会を希望されている方へは、３月末頃 

送付予定です。 

 書類の不備や、申込書の記入内容に不明な点がある場合等には、申込先の児童クラブ又

は放課後こども育成課から連絡する場合があります。 

 放課後、児童が帰宅しても、保護者や同居する方が就労等により不在である家庭の 

児童を対象に、遊びと生活の場を提供し、放課後児童支援員などの活動支援のもと、 

児童の健全な育成を図る目的で実施しています。 

 運営は、放課後児童クラブを利用している保護者、ＰＴＡ、小学校、地域自治組織 

などの代表者で構成される、各校区の 「 放 課 後 児 童 クラブ運 営 委 員 会 」に 

委託しています。（以下、放課後児童クラブを「児童クラブ」と記載。） 

 令和８年 1 月 31 日（土）までに、必要書類をそろえて、通学先の小学校 

に設置している児童クラブへ提出してください。 

 期日までに申込書および必要書類が提出できない場合は、事前に 

各児童クラブへご相談ください。申込みが遅れると、希望する日からの入会が 

出来ない場合があります。 

 令和７年度に児童クラブを利用されている世帯についても、令和８年４月以降の利用を 

希望する場合は、改めて申込みが必要です。 





 

（１）福岡市に住んでいて小学校に在学している児童　または 

※お住まいの校区の福岡市立小学校または在学している福岡市立小学校に設置されている

　 児童クラブに入会できます。

 
福岡市外に住んでいて福岡市立小学校に在学している児童

 

※国立・私立小学校に児童が在学している場合、当該児童の住民票の写し（マイナンバー

　 の記載があるものは不可）の提出が必要です。
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４ 利用料について 
 

（１）利用区分ごとの利用料 

  ご利用にあたっては、利用区分に応じて、次に掲げる利用料（月額）が必要です。 

 利用区分 利用時間帯 利用料（月額）  会費（おやつ代を含む） 

① 基 本 時 間 帯 
放課後  から 午後5時 まで 

（学校休業日は、午前８時から） 
３,０００円 

金額などは 

児童クラブごと

に異なります。 

② 1時間延長時間帯 午後5時  から 午後6時 まで ＋１,０００円 

③ 2時間延長時間帯 午後5時  から 午後7時 まで ＋２,０００円 

④ 土    曜    日 午前8時  から 午後6時 まで ＋２,０００円 

・ ①の基本時間帯に加え、就労時間などの必要に応じて②１時間延長時間帯、③２時間延

長時間帯、または④土曜日の利用を申し込むことができます。ただし、②のみ、③のみ、④

のみ、②④のみ、③④のみの利用はできません。 

・ ①の利用料（３,０００円）に、申し込みされた利用時間帯に応じた利用料（②１,０００円、

③２,０００円、④２,０００円）がそれぞれ加算されます。 

・ 児童クラブを欠席した場合や延長時間帯・土曜日利用を申し込んだにもかかわらず利用しなか

った場合、月の中途で入会・退会した場合でも、利用料は1か月分全額必要です。 

・ 月の中途で利用区分を変更した場合は、変更前後のいずれか高いほうの利用料となります。長

期欠席や延長時間帯・土曜日の利用を中止する場合などは、前月20日までに退会・利用区分

変更等の届出を行ってください。 

※利用料とは別に、各児童クラブへ納付いただく 『会費（おやつ代等）』 が必要です。  （P.５参照） 

（２）利用料の納付について 

・ 毎月月末（土・日・祝の場合は翌営業日）に、口座振替にて納付をお願いします。 

（口座振替の手続中は、指定の納付書にて納付をお願いします。） 

・ パソコンやスマートフォンで、口座振替登録がお申込みいただけます。詳細は、
「福岡市インターネット口座振替受付サービス」で検索またはQRコードからアクセスし、ご確認
ください。（取扱いの無い金融機関もあります。） 

 
・ 金融機関の窓口での口座振替登録をご希望の場合は、各児童クラブにある口座振替依頼書に

必要事項をご記入の上、お申し込みください。 
 

※令和７年度に利用料の口座振替の手続きをされた児童の分(長期休業のみの利用も含

む)は、引き続き同一口座を利用しますので、手続きは不要です。 

※口座の変更を希望する方は、新規の手続きと同様、改めて口座振替のご登録をお願い

します。 

※入会手続きの時期によっては、納付書払いとなることもありますので、ご了承ください。 

口座振替の手続き完了までに、１～２か月程度のお時間いただいております。 

※既に、きょうだいが入会されている場合でも、今回利用する児童の分の口座登録がなけ

 れば口座振替はできません。 

 

 

 

児童クラブで児童をお預かりするための経費は、保護者の皆さまからの利用料と税に 

よって賄われております。利用料は、児童クラブを運営するために必要な財源です。 

毎月の利用料を納期限までに確実に納付していただくため、口座振替での納付を原則 

としていますのでご協力をお願いします。 

－４－ 
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《利用料以外の費用について》  

○各児童クラブの会費 

各児童クラブ運営委員会では、利用料とは別に、行事活動費やおやつ代として会費（月額） 

を徴収しています。 
金額や徴収方法、内容などは各児童クラブ運営委員会でそれぞれ定められておりますので、 

詳しくは各児童クラブにお問い合わせください。 

※土曜日や夏休みなどの長期休業期間にご利用の方は、会費が増額される場合があります。 
 

※「利用料」と「会費」は納付先が異なります（「利用料」は福岡市、「会費」は各児童クラブ）。 

口座振替をご利用いただく場合は、それぞれに登録をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

○傷害保険への加入 

児童クラブ活動中に発病やけがをした場合、治療費は保護者の負担となります。 

保護者の負担を軽減するため、傷害保険へのご加入をお願いします。（加入手続きは各児童ク
ラブで行うことができます。） 

 

 
５ 利用料の減免制度について 
 

 

経済的に利用料の負担が困難な世帯や、きょうだいが同時に入会する場合に、利用料の減免制度

があります。入会申込書の減免申請欄にご記入のうえ、必要書類（P.６～７参照）を添付してお申し込

みください。下記の減免理由に該当しても、入会申込書の減免申請欄に記入がない場合や添付書類

が提出されない場合は、減免が適用されませんので、ご注意ください。 

また、入会後に減免申請を行った場合は、申請月からの減免適用となり、既に確定された利用料は

変更できませんので、減免に該当する事由がある場合は、速やかにご利用の児童クラブにご相談くだ

さい。 

 

   

基本利用料 
１時間 

延長利用料 

２時間 

延長利用料 
土曜利用料 

 

 

 

＋ 会費 

(減免対象外) 

  

(3,000円) (1,000円) (2,000円) (2,000円) 

① 生活保護受給世帯 
全額免除 

０円 

全額免除 

０円 

全額免除 

０円 

全額免除 

０円 

② 就学援助受給世帯 

③ 就学援助受給世帯と 

  同程度 

④ き ょ う だ い 
（２人目以降の児童に適用） 

⑤ 市民税非課税世帯 

全額免除 

０円 

半額免除 

+ 500 円 

半額免除 

1,000円 

半額免除 

1,000円 

※各項目下段の金額は、減免後の利用料（月額） 

各児童クラブ 福岡市 

会費 利用料 

 利 用 区 分 
（通常の利用料） 

金額などは 

児童クラブごと

に異なります。 

減 免 理 由 

保護者 
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〇減免申請される場合の必要書類 

 
 

～減免理由２「就学援助受給」で申請の方～ 

 
◎就学援助が認定されるまでの間、利用料は一部保留の上で請求します。 
 
◎放課後こども育成課で就学援助認定状況を確認でき次第、上記の保留を解除し、減免申請

月以降の利用料を確定します。就学援助の認定が下りなかった場合などは、遡って利用料
を請求することがあります。 

 
◎就学援助が認定されなかった場合や廃止になった場合は、速やかに各児童クラブへご連絡

ください。 

 

 

 世帯の状況 

【減免理由１】 

生活保護受給 
入会申込み時点で生活保護を受給中、または申請中であること 

【減免理由２】 

就学援助受給 

入会申込み時点で就学援助を受給中、申請中または申請予定であること 

＜注意＞ 

児童クラブの減免と就学援助はそれぞれ申請が必要です。 

就学援助の申請は毎年３月から、各小（中）学校または教育委員会教育

支援課にて受け付けています。 

（新年度に小・中学校に入学予定の子がいる場合は、１月にも受付けし

ます。） 

【減免理由３】 

 就学援助受給

 世帯と同程度 
 

 

世帯全員分（単身赴任等で同居していない保護者も含む）の市県民税の課税所

得金額の合計が、16 歳未満（Ｈ2１.1.2 からＲ７.1.1 生まれ）の子の人数に応じ

て、下記の基準額以下であること。 

1 人 1,049,000 円 

2 人 1,402,000 円 

3 人 1,757,000 円 

4 人 2,111,000 円 

5 人 2,466,000 円 

6 人 2,821,000 円 

 

 

【減免理由４】 

きょうだい 

きょうだい２人以上が入会し、他の減免理由がない、あるいは入会中に理由が

なくなった場合に該当します。２人目以降の児童の利用料が減免の対象となり

ます。 

【減免理由５】 

市民税非課税 

 

父母がともに市民税所得割額が０円であること 

（父母以外の方が児童を扶養している場合は、その方の市民税所得 

割額が０円であることも必要です。） 

－６－ 
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各児童クラブで徴収する会費には、減免制度は適用されませんので

ご注意ください。 
 

 

 

 

 

提出が必要な書類 証明発行元 ／ 備 考 

保護受給証明書 
※家族構成の記載があり、申し込み日より１か月 

以内に発行されたもの 

各区役所保護課 
※申請中の場合は決定後に速やかに提出してく

ださい。 

書類提出は不要 
※就学援助の受給状況は、放課後こども育成課で 

確認しますので、就学援助に関する書類は児童ク

ラブへの提出は不要です。 

 

※申請書(Ｐ.９、Ｐ. 21)の減免の[理由]欄に、必 

ず就学援助の申請（予定）月と、申請先をご記 

入ください。 

 

 

 (参考) 

就学援助については、ホームページにて 

ご確認ください。 

福岡市 就学援助で検索  
 

 

世帯全員の 

令和７年度 

市・県民税(非)課税証明書 

 
 

 

 

 

各区役所納税課 など 

   

書類提出は不要  

父母の 

令和７年度 

市・県民税(非)課税証明書 
※父母以外の方が児童を扶養している場合 

はその方の証明書も必要 

証明発行元／備考については「減免理由

３」と同じです。 

！！

－７－ 

お勤めの会社から６月頃に交付された「市民

税･県民税特別徴収税額の決定･変更通知

書」の写し、または区役所から送付された「市

民税･県民税税額決定･納税通知書」の写し

でも可  

本人以外が証明書の発行を申請する場

合は、家族でも委任状が必要です。  

 R８．６月以降に減免申請する場合は、

令和８年度分の書類を提出してくださ

い。 
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保護者氏名
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診断書（放課後児童クラブ提出用） 
 

                  放課後児童クラブ名：        小放課後児童クラブ 

 

〇申込児童名：             ・学年：    年 〇申込児童名：             ・学年：    年 
 

児童からみた続柄（        ） 

氏 名 ○○ ○○ 

現住所 福岡市 中央 区 天神○丁目○番○号 

病 名 ○○○ 

≪随 記≫ 令和○年○月より当方に受診。以後、今日まで外来通院治療をおこなっているものであ 

る。病状はあまり顕著な改善がみられない。 

 

 

 

家庭内においての児童の保護について 

       適切な保護ができる 

       適切な保護ができない 
 

  【適切な保護ができない理由】 

〇〇の症状があり、家事、育児に困難を伴うため。 

 

 

 
 

   【適切な保護ができない期間の見込み】 

        診断日より６か月以上１年未満 

        診断日より１年以上 

        診断日～〇月〇日まで（６か月未満の場合） 

     ※適切な保護ができない期間が６か月に満たない場合、放課後児童クラブに入会することはできません。 

 

上記のとおり診断します。 

   令和 ８  年 １  月 ９ 日 

       医 療 機 関 の住 所  福岡市中央区天神○丁目○番○号 

       医 療 機 関 名  ○○クリニック 
 

       診 断 医 師 氏 名        ○○   ○○                
      ※確認が必要な場合、問い合わせさせていただくことがあります。 

〔福岡市教育委員会放課後こども育成課・放課後児童クラブ入会申込用〕 問い合わせ先：０９２－７１１－４６６２  

－20－ 

 

記入例 

✔✔  

✔✔  

医師記入欄 
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診断書（放課後児童クラブ提出用） 
 

                  放課後児童クラブ名：        小放課後児童クラブ 

 

〇申込児童名：             ・学年：    年 〇申込児童名：             ・学年：    年 
 

児童からみた続柄（        ） 

氏 名 ○○ ○○ 

現住所 福岡市 中央 区 天神○丁目○番○号 

病 名 ○○○ 

≪随 記≫ 令和○年○月より当方に受診。以後、今日まで外来通院治療をおこなっているものであ 

る。病状はあまり顕著な改善がみられない。 

 

 

 

家庭内においての児童の保護について 

       適切な保護ができる 

       適切な保護ができない 
 

  【適切な保護ができない理由】 

〇〇の症状があり、家事、育児に困難を伴うため。 

 

 

 
 

   【適切な保護ができない期間の見込み】 

        診断日より６か月以上１年未満 

        診断日より１年以上 

        診断日～〇月〇日まで（６か月未満の場合） 

     ※適切な保護ができない期間が６か月に満たない場合、放課後児童クラブに入会することはできません。 

 

上記のとおり診断します。 

   令和 ８  年 １  月 ９ 日 

       医 療 機 関 の住 所  福岡市中央区天神○丁目○番○号 

       医 療 機 関 名  ○○クリニック 
 

       診 断 医 師 氏 名        ○○   ○○                
      ※確認が必要な場合、問い合わせさせていただくことがあります。 

〔福岡市教育委員会放課後こども育成課・放課後児童クラブ入会申込用〕 問い合わせ先：０９２－７１１－４６６２  

－20－ 

 

記入例 

✔✔  

✔✔  

医師記入欄 

キ
リ
ト
リ

保護者氏名
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放課後児童クラブ よくあるご質問 その他のよくあるご質問と回答は 

市 HP に掲載しております。 

Q ①どこで②いつまでに入会申込みをすればよいですか？

Q 定員はありますか？ 

定員はありません。入会のための要件を満たした児童は全員入会できています。 

Q 何時まで働いていれば、児童クラブに申込みできますか？ 

仕事を終える時刻ではなく、「自宅に帰り着く時刻」で考えます。 

児童が帰宅する時刻と、保護者等が帰宅する時刻を比べて、保護者等が帰宅する時刻の方が遅い日がひと月あ

たり 15 日以上あることが入会できる条件です。（その状態が６か月以上継続する見込みであることも条件となりま

す。） 

なお、時間割は曜日によって変わりますが、「児童が帰宅する時刻」は、１年間の平均の時刻となります。この平均

の時刻は学校・学年によって異なりますので、詳しくは各児童クラブにお問い合わせください。 

Q 仕事が休みの日も預けることができますか？ 

入会していても、児童より早く帰宅した場合、仕事が休みになった場合など、家庭での児童の適切な保護ができる

ときは、放課後児童クラブを利用できませんので、自宅等で児童の保護を行ってください。 

日によって家庭の状況がまちまちである場合は、コドモンや電話等で放課後児童クラブの支援員に日毎の予定

（利用するかしないかや、利用時間等）を連絡してください。 

Q 就労開始前でも就労証明書の提出が必要ですか？ 

就労先が確定 ⇒必要です。就労予定ということで就労証明書を雇用主に記入してもらってください。就労開始後、

改めて提出が必要となります。 

求職活動中 

Q 福岡市に転居する予定がありますが、申込みに間に合いません。どうすればよいでしょうか？ 

期限以降にしか入会申込みができないということをあらかじめ放課後児童クラブへ連絡のうえ、区役所で転入手

続きが済み次第、速やかに、放課後児童クラブへ入会の申込みを行ってください。 

－22－ 

① 入会を希望する放課後児童クラブで受付けます。

② ４月１日からの入会希望    ⇒１月末まで

年度の途中からの入会希望 ⇒入会希望日の前の月の 20 日まで

※原則として期限を過ぎての申請は受け付けることはできません。

活動中は受付ができない場合があります。事前に児童クラブへ電話連絡をお願いいたします。

⇒入会の条件（就労）を満たしていませんので入会できません。
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放課後児童クラブ（区別・50音順） の連絡先一覧表　
平日：放課後～午後７時　　土曜日：午前８時～午後６時　　小学校休業日（夏休み等）：午前８時～午後７時
※利用者がいない時間は閉室することがあるため、上記の時間内であっても電話に出られない場合があります。

児童クラブ電話 　

青葉 ６９１－９７７１ 赤坂 有住

香椎 ６７１－４９６５ 小笹 有田

香椎下原 ６７２－９５１３ 草ヶ江 飯倉

香椎浜 ６７１－９４１３ 警固 飯倉中央

香椎東 ６７１－５７３０ 笹丘 飯原

香住丘 ６８２－５２３３ 中 高宮 入部

香陵 ６８２－１７８５ 央 当仁 内野

西戸崎 ６０３－００５９ 区 春吉 大原

城浜 ６７１－５５８１ 平尾 賀茂

多々良 ６９２－５４３５ 福浜 小田部

千早 ６６２－４６２６ 舞鶴 早 早良

千早西 ６８２－４１１４ 南当仁 良 四箇田

照葉 ６７１－８３７３ 大池 区 高取

東 照葉北  ６６５－５９７０ 大楠 田隈

区 照葉はばたき 710－8251 曰佐 田村

名島 ６６２－７８４４ 柏原 西新

奈多 ６０７－７３５１ 塩原 野芥

箱崎 ４０９－９１１５ 高木 原

筥松 ６１１－６３８６ 玉川 原北

八田 ６６２－０４１８ 筑紫丘 原西

東箱崎 ６３２－３０３０ 鶴田 室見

馬出 ６４１－７１３７ 長丘 百道

舞松原 ６６２－８８００ 長住 百道浜

松島 ６２９－６９５９ 南 西高宮 脇山

三苫 ６０６－２９２０ 区 西長住 愛宕

美和台 ６０７－３５７０ 西花畑 愛宕浜

若宮 ６６２－７８６１ 野多目 壱岐

和白 ６０８－３７０１ 花畑 壱岐東

和白東 ６０７－８５８２ 東花畑 壱岐南

板付 ５９１－８９８０ 東若久 石丸

板付北 ５７５－０５３１ 三宅 今宿

堅粕 ４７３－６７３４ 宮竹 西 今津

三筑 ５８５－０１１１ 弥永 区 内浜

住吉 ４３１－２７７７ 弥永西 金武

千代 ６３１－６０７０ 横手 北崎　

博 月隈 ５０３－７１００ 老司 玄洋

多 東光 ４７５－３８２６ 若久 西都

区 那珂 ４１１－８９１１ 片江 西都北

那珂南 ５８１－０６２６ 金山 下山門

博多 ２６３－３１５５ 城南 城原

春住 ４７４－６９１７ 田島 周船寺

東住吉 ４６１－２７５５ 城 堤 西陵

東月隈 ５０３－６８８０ 南 堤丘 福重

東吉塚 ６２２－６７４１ 区 鳥飼 姪浜

席田 ６１２－０３２４ 長尾 姪北

弥生 ４７３－５８１５ 七隈 元岡

吉塚 ６１１－４５０９ 別府

南片江

５６５－０９６６

５６６－９９０２

５６５－４５９７

５６１－７７０１

５１１－６４２７

５０２－１２３６

５１１－７９２７

８６５－８７１３

８４４－３３１２

４０８－５８２０

８０１－５８６５

８４６－０７２２

８７１－３１２３

８６２－８８３９

８８２－３３８１

８０９－２０５２

８０６－５９１９

８８１－６１８８

８０６－８０１０

８８３－６２７３

８８２－５６５７

８８１－７９５６

８８２－８０００

８０７－５５８９

８６６－１７９４

５１２－０５８６

８４１－１４８３

８０１－４５９５

８４１－３０２９

８６５－４７８８

５６６－５５１２

８１２－４０２７

５０２－２０９６

８０７－５２００

５７３－７７６１

８９１－５９８６

５４２－７２５８

８１１－０３９４

５８２－６９４５

５８５－８５０５

８０６－８５２０

８８１－４１４３

８１２－０１８１

８０６－７２７２

５２６－０９５５

５６２－９２５６

８０４－７２６５

５６５－６９９８ ８８５－５５５１

８９２－６７４０

８６３－１８８０

５６５－９５７２

８２２－９５６７

５６５－５５９５ ８５１－６８６０

５１２－６６６８ ８４５－３４０１

８３１－４３４６

８２２－２４３４

７３２－４２６６

７４１－８８２２

８２１－６５７０

８２３－０３５３

５５３－２３６３

８６４－２６８４５１２－９６６０

８２２－８４１４

８０１－９４８４

５２４－４００４

５２２－２４７８

４０７－６７５６

８０３－０１６８

８６４－７１１１

８０４－１４６９

５７４－６５７９

７１１－１１１７ ８５２－４４０５

８０４－８０７４

８１１－３８３４

児童クラブ電話

７７１－８６６８

７２５－７６００

７２５－６０２６

７１５－２０７６

児童クラブ電話

８６３－０８７０

５３１－６３５１

８４１－６１２２

８６５－１３９１

８８４－１８９０

８０６－５７６０

８２３－１０２１

５２３－８５６６ ８７１－８１８１

小学校名 小学校名 小学校名

７５１－６５８６

７３２－３８２９

－23－
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○利用料早見表 

 
○会費について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※利用料は福岡市、会費は各児童クラブへご納付いただきますようにお願いします。 

 
〇児童クラブ問い合わせ先 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

入会後、下記に該当することとなった場合には、前月の20日までに（緊急の場合 

は速やかに）入会している各児童クラブに届出を行ってください。 
 

 ・退会する場合、入会要件に該当しなくなった場合 

 ・減免に該当する、または該当しなくなった場合 

 ・住所や連絡先、または入会児童、保護者の氏名が変わった場合 

 ・勤務先や勤務形態が変わった場合 

・利用区分を変更する場合 

 

※各種様式のダウンロードや、一部の手続きのオンライン申請は、右の QR コード 

からアクセス 

 
■ 福岡市教育委員会 総務部 放課後こども育成課 

TEL ： ０９２－７１１－４６６２ 

FAX :  ０９２－７３３－５７３６ 

メ ー ル ： k- ikuse i .BES@city . fukuoka . lg . jp 

    

利用区分 利用料（月額） 

減免適用後の利用料（月額） 

※生活保護世帯は全ての区分

で全額免除 

１．平日午後５時まで 3,000 円 0 円 

２．平日午後６時まで 4,000 円 500 円 

３．平日午後７時まで 5,000 円  1,000 円 

４．平日午後５時まで及び土曜日 5,000 円  1,000 円 

５．平日午後６時まで及び土曜日 6,000 円  1,500 円 

６．平日午後７時まで及び土曜日 7,000 円  2,000 円 

 

会費 月額：            円 （土曜日利用の場合   月額：            円） 

  納付日 毎月     日 

 

 その他 

－24－ 

手続きのご案内と 

ダウンロード 
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